
社会福祉法人あけぼの学園 苦情・相談の受け付けについて 

 

社会福祉法人あけぼの学園では、障害者支援施設（るりけい寮・八木寮）、通所支援

センターるりけい、短期入所事業（るりけい寮・八木寮）を利用している利用者及び保

護者の皆さんからの、福祉サービスや利用契約の内容についてのご不満、ご意見などを

受け付け、適切に対応するための仕組みを整えています。 

【苦情解決の仕組み】 

１．苦情解決責任者 

利用いただいている施設の施設長（管理者）が苦情解決の責任者として、原則としてお

話し合いにより責任を持って苦情の解決にあたります。 

 

２．苦情受付担当者 

利用いただいている施設ごとに受付担当者がおります。この担当者が、みなさんか

らお受けした苦情について、その解決に至るまでの事務手続きを行ないます。しかし、

みなさんの苦情やご意見はこの担当者に限らず、最寄りの職員に申し出ていただいて

かまいません。また、直接、第三者委員や運営適正化委員会に申し出ていただいても

結構です。 

 

３．第三者委員 

法人や施設の運営に直接かかわらない第三者（評議員・監事・社会福祉士・民生委員・

児童委員・大学教授・弁護士など）が、苦情解決の過程や解決結果について報告を受け、

適正に苦情が解決されるよう見守ります。 

 また、直接みなさんからの苦情を受け付ける他、必要に応じてみなさんと苦情解決責任

者との話し合いに立ち会い、解決のための助言を行ないます。 

【苦情解決の方法】 

（１） 苦情の受付  

 面接、電話、書面などによって寄せられた苦情について、苦情受付担当者がその内

容を書面にし、申し出をされた方に内容の確認をする他、苦情解決責任者と第三者委

員に報告します（ご本人が第三者委員への報告を望まない場合は致しません）。第三者

委員は苦情の内容を確認し、報告があったことを申し出者にお知らせします。 

 

 



 

（２） 解決のための話し合い 

  苦情解決責任者は、誠意をもって話し合いによる解決に努めます。その際、第三者委員

の助言や立ち会いを求めることができます。第三者委員が立ち会う場合には、以下のこと

を行ないます。  

    ア．第三者委員による苦情内容の確認 

    イ．第三者委員による解決案の調整、助言 

    ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認 

 

（３）「京都府福祉サービス運営適正化委員会」 

あけぼの学園で解決できない苦情は、京都府社会福祉協議会に設置された「京都府福祉

サービス運営適正化委員会」に申し立てることができます 

                      ＴＥＬ ０７５－２５２－２１５２ 

 

【苦情申し出窓口】 

 

１．苦情受付担当者 

・障害者支援施設るりけい寮        入所支援部長兼副寮長  山口 雅則 

（短期入所事業るりけい寮）         

・通所支援センターるりけい        通 所 支 援 主 任  阿部 和史 

・障害者支援施設八木寮          入所支援部総主任  中澤 信互 

（短期入所事業八木寮）           

 

２．苦情解決責任者 

・障害者支援施設るりけい寮        寮 長    奥村 研也 

（短期入所事業るりけい寮） 

・通所支援センターるりけい        管 理 者 《 兼 務 》   奥村 研也 

・障害者支援施設八木寮          寮 長    人見 政司 

（短期入所事業八木寮） 

 

３．第三者委員 

  ・法人監事（平野清久）           TEL 090-5061-1218 

 

 

 

 

 

 



【苦情解決の流れ】 

相談（苦情）を受けてから、解決までの流れは、下記のようになっています。 

☆相談（苦情）を受けてから、解決までのフローチャート 

相談（苦情）の発生 

↓ 

相談（苦情）受付担当者への連絡・相談および内容についての確認 

↓ 

相談（苦情）解決責任者および第三者委員への報告 

↓ 

相談（苦情）対応会議の招集 

↓ 

関係職員との調整・改善策検討 

↓ 

相談（苦情）解決責任者、第三者委員への報告 

↓ 

相談（苦情申し出）者への報告 

↓ 

改善策の実施・見直し 

↓ 

解決結果の公表（個人情報を除き事業報告書に記載） 

 

          


